
 １割
負
担 

＊40～64歳の方は、1割負担となります。 

               
○ ４０～６４歳の方が６５歳になり、判定により負担割合が変更となる場合は、年齢到達月の翌月初日から変更されます。 
○ 世帯員の転入・転出・死亡などで世帯内の６５歳以上の人数が変わったときには、再度判定を行うため、負担割合が変更 
になる場合 があります。 

○ 表の合計所得金額は、租税措置法に規定される「長期譲渡所得および短期譲渡所得に係る特別控除額」を控除した額と 
なります。 ２割

負担 ・市民税課税  かつ  合計所得金額 
１６０万円以上 
・市民税非課税 
・生活保護受給 同じ世帯の６５歳以上の方 

（本人含む）  
年金収入 ＋ 
その他の合計所得金額    
１人    ： ２８０万円以上 
２人以上 ： ３４６万円以上 負担割合判定の流れ 

いいえ 
注意事項    

はい 本人の合計所得金額 
２２０万円以上 
かつ 
同じ世帯の６５歳以上の方 
（本人含む）  
年金収入 ＋ 
その他の合計所得金額    
１人    ： ３４０万円以上 
２人以上 ： ４６３万円以上  ３割 

負担 はい はい     
いいえ いいえ       


